
議案第７１号 

 

川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

 川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定する。 

 

平成２９年 ６ 月 ５ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例（平成２４年川崎市条例第８９号）

の一部を次のように改正する。 

 別表の１案内標識の寸法の表中「１１７の２－Ａ」を「１１７の３－Ａ」に、

「１１７の２－Ｂ」を「１１７の３－Ｂ」に、「１１８の３－Ａ」を「１１８

の４－Ａ」に、「１１８の３－Ｂ」を「１１８の４－Ｂ」に、「１１８の４－

Ａ」を「１１８の５－Ａ」に、「１１８の４－Ｂ」を「１１８の５－Ｂ」に、

「１１８の４－Ｃ」を「１１８の５－Ｃ」に、「１１８の４－Ｄ」を「１１８

の５－Ｄ」に、 

「 

議案第７０号



  

道路の通称名 

（１１９－Ａ） 

 

 

 

道路の通称名 

（１１９－Ｂ） 

 

 

                       」 

を 

「 

   

道路の通称名 

（１１９－Ａ） 

 

 

 

道路の通称名 

（１１９－Ｂ） 

 

 

                       」 

に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正に伴い、所要の整備

を行うため、この条例を制定するものである。 


